
本
連
載
の
第
１
回
で
は
、
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
（
以
下
、「
番
号

制
度
」）
の
全
体
像
を
示
し
た
。

番
号
制
度
の
「
番
号
」
に
は
、
個

人
に
付
与
さ
れ
る
「
個
人
番
号
」
と

法
人
に
付
与
さ
れ
る
「
法
人
番
号
」

が
存
在
す
る
。
連
載
第
２
回
と
な
る

本
稿
で
は
、
今
後
金
融
機
関
が
「
番

号
」
を
利
活
用
す
る
う
え
で
キ
ー
と

な
る
こ
れ
ら
二
つ
の
番
号
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

個
人
番
号

個
人
番
号
は
、
年
齢
、
性
別
、
国

籍
を
問
わ
ず
、
住
民
票
を
有
す
る
者

全
員
に
付
番
さ
れ
る
番
号
で
あ
り
、

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

一
人
一
番
号
で
重
複
が
な
い
よ
う
に

付
番
さ
れ
、
住
所
変
更
等
が
あ
っ
た

と
し
て
も
基
本
的
に
番
号
は
一
生
変

わ
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
個
人
番
号

に
紐
付
く
個
人
情
報
が
漏
洩
し
た
と

き
は
、
商
売
目
的
や
個
人
情
報
収
集

を
目
的
と
し
て
不
正
利
用
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
対
応
と
し
て
、

漏
洩
等
に
よ
り
不
正
利
用
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
た

と
き
は
、
変
更
が
可
能
と
さ
れ
、
安

全
性
を
担
保
し
て
い
る
。

個
人
番
号
は
「
通
知
カ
ー
ド
」
の

券
面
に
記
載
さ
れ
、
個
人
に
通
知

（
住
民
票
に
記
録
さ
れ
て
い
る
住
所

宛
て
に
送
付
）
さ
れ
る
。
通
知
カ
ー

ド
に
は
、
個
人
番
号
に
加
え
て
「
基

本
４
情
報
」
と
呼
ば
れ
る
氏
名
、
住

所
、
生
年
月
日
、
性
別
が
記
載
さ
れ

る
予
定
で
あ
る
。

契
約
時
、
契
約
変
更
時
な
ど
に
個

人
番
号
で
本
人
確
認
を
行
う
際
に
は
、

盗
難
に
よ
る
な
り
す
ま
し
リ
ス
ク
が

あ
る
た
め
、
通
知
カ
ー
ド
の
提
示
だ

け
で
は
本
人
確
認
は
完
了
せ
ず
、
身

元
（
実
在
）
を
確
認
す
る
た
め
に
自

動
車
運
転
免
許
証
な
ど
の
補
完
エ
ビ

デ
ン
ス
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
希

望
者
に
対
し
て
は
、
住
民
票
を
お
く

市
町
村
で
所
定
の
手
続
を
行
う
こ
と

で
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
交
付
さ

れ
る
。
こ
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
通

知
カ
ー
ド
と
引
換
え
で
交
付
さ
れ
る

た
め
、
同
時
に
所
持
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
券

面
に
個
人
番
号
と
基
本
４
情
報
、
本

人
の
顔
写
真
が
記
載
さ
れ
る
も
の
で
、

単
体
で
番
号
法
上
の
本
人
確
認
が
可

能
と
な
る
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
ト
ピ
ッ
ク
ス

と
し
て
は
、
２
０
１
４
年
６
月
24
日

に
閣
議
決
定
し
た
「
世
界
最
先
端
Ｉ

Ｔ 

国
家
創
造
宣
言
」
の
工
程
表
改

定
案
に
追
加
さ
れ
た
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
普
及
促
進
案
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
暮
ら
し
に
関
係
す
る
公
的
サ

ー
ビ
ス
お
よ
び
国
家
資
格
等
の
資
格

の
証
明
に
係
る
カ
ー
ド
類
（
健
康
保

険
証
、
国
家
資
格
、
公
務
員
資
格
な

ど
）
を
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
集
約
す

る
も
の
で
、
16
年
１
月
の
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
開
始
以
降
、
順
次
一
元

化
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
普
及

の
た
め
に
、
初
回
交
付
時
に
個
人
の

費
用
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
印
鑑
証

明
カ
ー
ド
や
施
設
利
用
カ
ー
ド
等
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
へ
の
集
約
に
つ
い

て
は
、
市
町
村
に
よ
っ
て
独
自
に
推

進
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

個
人
番
号
の

利
用
と
注
意
点

個
人
番
号
を
含
む
個
人
情
報
を

「
特
定
個
人
情
報
」
と
い
い
、
法
令

で
定
め
ら
れ
た
目
的
以
外
で
の
要
求

・
取
得
・
保
存
等
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
個
人
番
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号
は
個
人
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
の
紐
付
け
を
可
能
と
す
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
流
出
し
た
場
合
の
イ
ン

パ
ク
ト
は
大
き
い
。
金
融
機
関
で
は

取
引
の
際
に
本
人
確
認
書
類
の
コ
ピ

ー
の
取
得
や
、
イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
フ

ロ
ー
シ
ス
テ
ム
で
ス
キ
ャ
ン
す
る
な

ど
の
業
務
が
多
数
あ
る
が
、
個
人
番

号
が
記
載
さ
れ
た
書
類
の
取
扱
い
に

関
し
て
は
、
免
許
証
や
保
険
証
、
住

民
票
な
ど
に
比
べ
て
、
よ
り
一
層
の

配
慮
が
必
要
と
な
ろ
う
。
業
務
マ
ニ

ュ
ア
ル
や
イ
メ
ー
ジ
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー

の
仕
組
み
の
番
号
制
度
対
応
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

法
人
番
号

一
方
、
法
人
番
号
は
、
国
の
機
関

お
よ
び
地
方
公
共
団
体
、
会
社
法
そ

の
ほ
か
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
設
立

の
登
記
が
さ
れ
た
法
人
、
そ
の
他
法

令
・
政
令
で
定
め
ら
れ
た
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
付
番

さ
れ
る
。
一
法
人
に
対
し
一
番
号
で

あ
り
、
支
店
や
事
業
所
等
ご
と
に
は

付
番
さ
れ
な
い
。
法
人
番
号
の
通
知

は
、
15
年
10
月
以
降
に
国
税
庁
長
官

か
ら
書
面
（
法
人
番
号
通
知
書
）
に

て
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
個
人
番

号
の
よ
う
な
カ
ー
ド
は
存
在
し
な
い
。

ま
た
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
お
い
て
、「
３
情
報
」
と
呼
ば
れ

る
法
人
番
号
、
商
号
ま
た
は
名
称
、

本
店
ま
た
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
が
公
開
さ
れ
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
機

能
も
用
意
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
自

社
や
取
引
先
の
法
人
番
号
等
を
こ
れ

で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

法
人
番
号
の
利
用

法
人
番
号
は
個
人
番
号
と
は
異
な

り
公
開
デ
ー
タ
で
あ
る
た
め
、
利
用

範
囲
に
制
限
は
な
い
。
民
間
企
業
に

よ
る
法
人
番
号
利
用
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
独
自
の
法
人
コ
ー
ド
を
割
り

振
り
し
て
い
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
法

人
番
号
に
置
き
換
え
る
必
要
が
な
い

と
い
う
声
も
聞
か
れ
る
が
、
実
は
企

業
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
。

二
つ
の
観
点
か
ら
例
示
す
る
。

●
中
長
期
的
な
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
コ
ス
ト
の
削
減

最
新
の
３
情
報
が
紐
付
け
ら
れ
て

い
る
た
め
、
社
内
の
取
引
先
マ
ス
タ

ー
デ
ー
タ
の
商
号
変
更
や
所
在
地
変

更
等
の
最
新
化
に
か
か
わ
る
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
コ
ス
ト
が
軽
減
さ
れ
る
。

●
シ
ス
テ
ム
活
用
領
域
の
拡
大

法
人
番
号
を
共
通
で
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
会
計
や
関
連

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
シ
ス
テ
ム
共
同

化
が
容
易
に
な
る
。
ま
た
、
今
後
ト

レ
ン
ド
と
な
る
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
も

法
人
番
号
を
キ
ー
と
す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
外
部
デ
ー
タ
活
用
と
分

析
に
よ
る
競
争
力
確
保
の
た
め
に
も
、

法
人
番
号
へ
の
置
換
え
は
有
効
な
手

立
て
と
い
え
よ
う
。

＊　
　

＊　
　

＊

今
回
は
番
号
の
定
義
と
利
用
上
の

注
意
点
等
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
次

回
は
、
番
号
制
度
導
入
の
民
間
事
業

者
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
中
心
に
解
説

す
る
予
定
で
あ
る
。 
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〔図表〕 個人番号／法人番号の特定と本人確認

個人

法人

個
人
番
号

申
請
を
経
ず
に
送
付

申
請
に
よ
り
交
付

法
人
番
号

通
知

公
開

通知カード
個人番号
氏名
住所
性別
生年月日

・ 左のセットで番号法
上の本人確認が可能
番号確認：
　通知カード
身元（実在）確認：
　運転免許証等

・ 単体で番号法上の本
人確認が可能

・ ＩＣチップの情報を
読み取ることで、電
子的な証明が可能

〔法人番号通知書〕
・ 法人番号の証明が可
能

〔国税庁ＨＰ〕
・ 自社・他社の法人３
情報の検索・取得、
ダウンロードが可能

国税庁
ＨＰ

法人番号通知書
法人番号
名称
本店等所在地

運転
免許証

旅券

在留
カード

個人番号
氏名
生年月日

裏

個人番号カード
氏名
住所
生年月日　　性別
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